
議案第７８号

小松島市勤労青少年ホーム条例を廃止する条例について

小松島市勤労青少年ホーム条例（昭和５７年小松島市条例第７号）を

別紙のとおり廃止する。

平成２８年９月５日提出

小松島市長 濱 田 保 徳
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小松島市勤労青少年ホーム条例を廃止する条例

小松島市勤労青少年ホーム条例（昭和５７年小松島市条例第７号）は，廃止

する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，平成２９年４月１日から施行する。

（小松島市青少年健全育成センター条例の一部改正）

２ 小松島市青少年健全育成センター条例（昭和３８年条例第３６号）の一部

を次のように改正する。

第２条中「小松島市勤労青少年ホーム内に」を「小松島市南小松島町１番

１６号に」に改める。
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